
近
世
肥
後
藩
に
お
け
る
名
子
に
つ
い
て
特
に
「
肥
後
藩
人
畜
改
鯉
お
よ

び
「
肥
後
国
検
地
賭
輝
〕
の
分
析
を
通
し
て
の
考
察
は
、
多
く
の
先
学
の
手
が

け
ら
れ
た
処
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
鍵
羅
に
よ
っ
て
、
同
帳
の
時
代
す
な
わ
ち
近

世
初
頭
の
肥
後
藩
農
村
に
お
け
る
名
子
の
存
在
形
態
は
充
分
解
明
さ
れ
た
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
諸
脱
の
見
解
は
、
近
世
初
頭
の
段
階
が
中
心
と
さ

れ
、
従
っ
て
近
世
全
期
に
お
よ
ぶ
名
子
の
存
在
形
態
が
確
麗
さ
れ
分
析
さ
れ
い

ま
坐
に
初
期
名
子
の
性
格
が
規
定
さ
れ
て
い
る
点
に
多
少
の
問
題
を
感
じ
さ
せ

る
。
た
と
え
ば
こ
れ
ら
賭
鎗
稿
に
お
け
る
ご
く
大
ま
か
な
結
鏡
を
あ
げ
れ
ば
、

寛
永
加
年
の
人
畜
改
幌
に
み
ら
れ
る
名
子
に
、
⑩
隷
属
的
名
子
と
②
独
立
的

（
半
独
立
的
）
名
子
の
二
極
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
う
ち
有
力
な
も
の
と
く

に
②
の
場
合
に
は
や
が
て
独
立
本
百
姓
化
し
、
ま
た
㈹
の
場
合
に
は
没
落
し
て

奉
公
人
。
下
人
化
す
る
に
至
る
と
い
う
の
で
あ
誠
》

し
か
し
、
近
世
中
・
後
期
に
お
い
て
、
肥
後
藩
農
村
に
は
少
か
ら
ず
名
子
の

存
在
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
は
検
肘
の
余
地
が
あ
る

槌
に
思
わ
れ
る
。
素
朴
に
問
題
点
を
め
げ
れ
ば
、

⑩
肥
後
藩
農
村
に
お
け
る
名
子
の
存
在
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
１
１
時

は
じ
め
に

肥
後
藩
農
村
に
お
け
る
名
子

Ｉ
肥
後
国
合
志
郡
大
津
町
斉
藤
家
名
子
を
中
心
と
し
て

代
・
地
域
Ｉ

②
名
子
存
在
の
社
会
経
済
的
事
憎

③
藩
政
・
村
政
に
お
け
る
名
子
の
地
位

な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
賭
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
諸
点
に
関
す
る
史
料
は
ま
だ
充
分
と
は
云
ひ
難
い
が
、
本
穂
で
は
甑

っ
て
残
存
し
て
い
る
、
熊
本
県
菊
池
郡
大
津
町
斉
藤
家
文
番
を
中
心
に
、
斉
藤

家
名
子
の
事
例
を
紹
介
す
る
と
共
に
、
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

主
た
る
史
料
は

「
肥
後
藩
人
畜
改
帳
三
」
…
大
日
本
近
世
史
料

「
元
禄
二
年
同
拾
年
名
子
共
影
踏
人
数
覚
」
か
ら
文
政
十
二
年
ヱ
ハ
津
手
永

上
大
津
町
斉
藤
次
右
衛
門
殿
名
子
之
者
切
支
丹
人
数
御
改
帳
」
に
い
た
る
六

十
五
冊
の
宗
門
改
吸
（
以
下
「
宗
門
改
帆
」
と
略
称
す
る
）
と
、
天
保
三
年

の
名
子
解
放
に
関
す
る
史
料
約
三
十
通
で
あ
る
。
（
以
上
斉
藤
家
所
蔵
文

宙
）

注
（
１
）
東
大
史
料
鯛
墓
所
縞
、
大
日
本
近
世
史
料
「
肥
後
藩
人
畜
改
帳
」

（
２
）
熊
本
県
立
図
窃
館
蔵

概
要
は
熊
本
史
学
会
編
「
肥
後
国
検
地
諸
帳
目
録
」
、
森
田
賊
一
氏

松
本
寿
三
郎
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反
『
型
△
ロ
手
国

大
津
町
は
鮪
本
城
下
か
ら
東
へ
釦
キ
ロ
阿
蘇
外
輪
山
の
南
蹴
に
当
り
、
中
世

に
は
竹
迫
氏
お
よ
び
合
志
氏
の
領
す
る
畑
作
中
心
の
農
村
で
あ
っ
た
。
近
世
初

頭
に
お
い
て
相
当
に
繁
栄
し
た
村
で
あ
っ
た
こ
と
は
加
護
氏
時
代
の
状
況
を

（
５
）

伝
え
る
と
さ
れ
る
郷
帳
高
で
八
○
○
石
余
の
村
高
を
一
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推

察
さ
れ
、
又
細
川
氏
入
国
直
後
の
大
津
村
が
、
下
大
津
・
上
大
津
・
大
沌
出

分
・
大
津
付
出
し
の
四
力
村
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
き
れ
る
。

寛
永
九
年
細
川
氏
入
国
以
来
、
参
勤
交
代
の
要
路
に
当
り
、
城
下
か
ら
才
一
番

目
の
宿
場
と
し
て
栄
え
、
葦
に
瀬
田
の
下
井
手
・
上
井
手
の
詮
に
よ
っ
て
新

田
畑
の
開
発
も
進
ん
だ
。

合
志
郡
は
近
世
初
頭
に
多
く
の
出
分
・
出
村
を
有
し
て
い
詮
純
特
徴
が
あ
る

識
佃
昧
酔
》
睡
湿
鐸
響
誰
》
達
睦
鉛
嘩
埜
録
舜
私
謡
融
》
誕
蓉
》
↓
毒
誇
調
葎
唾

地
加
が
み
ら
れ
て
い
る
。
大
津
町
で
は
第
一
表
に
み
る
禄
に
宝
暦
十
三
年
の
地

（
９
）

引
合
改
見
図
帳
の
上
知
・
本
方
・
御
給
知
の
分
の
み
で
一
五
一
二
％
の
地
加
が
み

「
肥
後
国
検
地
諸
帳
に
つ
い
て
」
（
熊
本
史
学
二
号
〉

（
３
）
原
田
敏
丸
氏
「
肥
後
藩
農
村
に
お
け
る
家
族
の
椛
成
」
（
大
分
大
学

経
済
競
集
第
二
巻
二
号
）
、
安
藤
網
一
氏
「
近
世
初
期
肥
後
国
農
村

の
社
会
榊
成
」
（
経
済
理
論
九
号
）
、
「
近
世
九
州
に
お
け
る
農
民

層
の
分
化
」
（
宮
本
又
次
氏
編
『
九
州
経
済
史
研
究
』
）
、
宮
川
満

氏
『
太
閤
検
地
鏡
』
第
１
部
所
収
、
第
五
後
進
地
域
に
お
け
る
封
建

制
の
展
開
１
．

（
４
）
主
と
し
て
前
掲
宮
川
氏
の
鎗
文
に
よ
る
。

一
、
大
津
町
及
び
斉
藤
家
の
概
観

ら
れ
、
出
高
・
新
地
・
諸
開
な
ど
現
実
の
耕
地
は
更
に
大
き
く
展
開
し
て
い

大津村（町）における百姓数と村高第一表

（
卿
）

行
な
っ
て
来
嘘
が
、
肥
後
で
Ｊ
も
こ
の
方
針
を
．
つ
け
つ
い
で
い
る
。
斉
藤
氏
の
登

用
土
〕
か
上
る
意
味
合
い
の
も
の
で
あ
る
。

聞
雁
．
岡
阿
》
可
Ｔ
》
褐
ロ

粕
一
個
騨
巳

拝
挫氷

脳
政
政

蒐
〃
宝
寛
虻

る
。
こ
の
よ
う
な
耕
地
の
地
加
に
伴
な

っ
て
百
姓
数
の
箸
る
し
い
増
加
が
み
ら

れ
る
．
村
の
分
化
・
百
姓
数
の
増
加
に

つ
い
て
は
当
面
の
問
題
で
な
い
の
で
別

（
ｍ
）

稿
に
腕
り
た
い
が
、
合
志
郡
原
口
村
・

玉
名
郡
原
皿
秘
の
例
か
ら
も
裏
付
け
ら

れ
よ
う
。

次
に
名
子
主
斉
磯
氏
に
つ
い
て
み
れ

ば
、
先
祖
は
合
志
氏
の
枝
葉
で
合
志
郡

古
城
村
城
主
斉
藤
山
城
守
と
伝
え
、
母

方
の
田
吹
美
濃
守
に
関
す
る
古
文
窪
を
一

蔵
し
て
い
る
。
曾
て
大
友
氏
麗
下
の
武
釦

将
で
あ
っ
た
が
、
大
友
氏
の
没
落
に
伴
一

な
っ
て
帰
擬
し
、
初
代
大
津
九
郎
右
術

門
は
加
藤
清
正
に
よ
っ
て
大
津
大
庄
屋

と
し
て
登
用
さ
れ
、
つ
い
で
二
代
響
兵

衛
は
細
川
氏
に
よ
っ
て
大
津
惣
庄
屋
に

任
命
さ
れ
た
。
人
畜
改
帳
に
み
る
喜
兵

癒
捗
こ
の
人
で
あ
る
。
細
川
氏
は
別
任

地
豊
後
に
お
い
て
も
旧
族
を
地
方
役
人

と
し
て
登
用
し
地
方
支
配
を
効
果
的
に

閲l雲rriijI蕊ご’図
曜
胴

百姓 村高 出典



'酉、／室、

１３１２
、､ノ、画ノ

注
（
５
）
郷
土
文
化
研
究
所
編
「
肥
後
国
郷
帳
」
解
題
圭
室
諦
成
氏
の
説
に
よ

る
。

（
６
）
土
木
学
会
編
「
明
治
以
前
日
本
土
木
史
」

（
７
）
前
掲
「
肥
後
藩
人
畜
改
帳
」

そ
の
後
惣
庄
屋
役
の
性
格
が
転
換
す
る
宝
暦
期
に
お
い
て
七
代
次
右
衛
門
の

後
、
養
子
幸
助
系
が
惣
庄
屋
役
を
継
承
し
、
実
子
丈
助
は
幼
少
の
故
を
以
て
宝

暦
九
年
一
領
一
疋
兼
大
津
御
茶
屋
番
と
な
り
、
以
来
こ
の
系
統
は
一
領
一
疋
で

大
津
御
茶
屋
番
兼
御
山
支
配
役
と
し
て
明
治
に
至
つ
嘘
四

名
子
史
料
を
伝
え
る
斉
藤
氏
は
実
子
丈
助
の
系
統
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

旧
族
郷
士
は
近
世
初
頭
に
お
い
て
は
多
分
に
名
子
主
的
農
業
経
営
を
行
っ
た
形

跡
が
み
ら
れ
る
。
例
え
は
杉
本
尚
雄
氏
が
紹
介
さ
れ
た
玉
名
郡
原
加
村
庄
屋
古

庄
家
先
祖
付
に
、
慶
長
六
年
「
五
月
自
身
之
名
子
拾
弐
人
江
田
畑
壱
枚
宛
遣
申

候
」
と
あ
り
、
名
子
百
姓
の
独
立
化
を
図
つ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
同
じ

（
お
）

家
と
思
わ
れ
る
庄
屋
喜
兵
衛
は
慶
安
二
年
五
人
の
名
子
を
抱
え
て
い
る
。
ま
た

筆
者
が
調
査
し
た
上
益
城
郡
矢
部
手
永
の
大
庄
屋
家
の
末
畜
で
下
馬
尾
村
庄
屋

井
手
家
文
飾
か
中
に
は
名
子
系
譜
（
表
紙
の
み
）
が
残
存
し
て
い
る
。

近
世
初
頭
に
お
け
る
惣
庄
屋
乃
至
庄
屋
ク
ラ
ス
（
の
ち
の
旧
族
郷
士
）
の
経
営

は
、
所
謂
初
期
本
百
姓
経
営
と
呼
ば
れ
る
名
子
・
下
人
な
ど
の
隷
農
を
使
っ
て

の
経
営
で
あ
っ
た
ろ
う
事
は
、
肥
後
藩
人
畜
改
帳
に
み
ら
れ
る
ヘ
ャ
住
名
子
の

（
畑
）

存
在
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
斉
藤
家
の
場
合
、
寛
永
十
年
の
名
子
七
人
は
後
述
の

よ
う
に
庄
屋
喜
兵
術
の
高
諦
地
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
の
ち
に
は
独

唾
副
題
雫
癖
毒
擁
噸
蛙
』
↑
率
峰
匪
渉
鑑
》
密
叫
唖
髭
鋤
蕊
錘
津
承
諾
織
諭
唯
・

た
。

/南、／酉、'画、／宮、／■、

１９１８１７１６１５
、ソ、画ノ、､ノ、-ノ、画ノ

（
皿
）

'画、〃宮、

１１１０
、－ノ、－ノ

／画、グ画、

９８
，－ノ、－ノ

熊
本
女
子
大
学
歴
史
学
研
究
部
編
『
肥
後
藩
の
催
村
構
造
』
所
収

熊
本
県
立
図
穏
館
蔵
「
宝
暦
十
三
年
四
月
合
志
郡
大
津
手
永
大
津
町

上
知
．
本
方
・
御
給
知
・
田
畑
地
引
合
改
見
図
御
帳
」
に
よ
る
。

肥
後
藩
に
お
け
る
本
方
は
、
上
知
・
御
蔵
納
・
給
知
を
い
弾
、
延
宝

五
年
以
前
の
新
地
は
古
新
地
と
称
し
て
本
方
に
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
延
宝
六
年
以
後
の
開
発
に
な
る
も
の
は
新
地
と
称
し
て
い

る
（
森
田
誠
一
氏
編
『
原
典
に
よ
る
近
世
農
政
語
蕊
集
』
）

原
田
敏
丸
氏
「
前
掲
論
文
」

杉
本
尚
雄
氏
「
近
世
初
期
肥
後
農
村
の
家
族
と
村
落
榊
成
」
（
熊
本

大
学
教
育
学
部
紀
要
才
Ⅲ
号
）

「
肥
後
藩
人
畜
改
帳
」
３

拙
稿
「
近
世
初
期
細
川
藩
に
お
け
る
農
村
支
配
」
（
熊
本
史
学
勿

号
）

花
岡
輿
輝
氏
「
肥
後
藩
初
期
に
お
け
る
御
惣
庄
屋
の
出
自
に
つ
い

て
」
（
昭
和
三
十
五
年
秋
季
西
日
本
史
学
会
発
表
）
、
森
下
功
氏

「
手
永
御
惣
庄
屋
一
覧
」
（
熊
本
近
代
史
史
料
第
一
集
）

斉
藤
家
家
譜

杉
本
尚
雄
氏
「
前
掲
論
文
」

熊
本
県
上
益
城
郡
矢
部
町
下
馬
尾
、
井
手
久
雄
氏
所
蔵

原
田
敏
丸
氏
・
宮
川
満
氏
「
前
掲
論
文
」

藩
法
研
究
会
編
『
藩
法
集
７
熊
本
藩
」
に
「
在
宅
之
面
こ
内
作
有
之

分
は
村
人
数
之
も
の
を
高
主
に
被
立
置
…
…
」
（
井
田
桁
義
九
○

九
）
と
あ
り
、
田
迎
手
永
出
仲
間
村
竜
数
惣
人
数
改
帳
に
も
地
士
平

野
文
八
高
主
伝
四
郎
が
見
え
（
熊
本
県
史
料
集
成
才
一
○
集
「
肥
後

藩
の
農
民
生
活
」
）
そ
の
他
各
地
の
宗
門
改
帳
に
よ
っ
て
高
主
の
存

在
が
知
ら
れ
る
。
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1５

ま
で
詳
細
に
系
譜
を
辿
り
得
な
い
。
本
穂
で
は
名
子
の
考
察
を
㈲
寛
永
十
年
の

段
階
、
目
元
禄
年
間
、
㈲
宝
暦
以
後
の
三
時
期
に
分
け
て
、
各
時
期
に
お
け
る

特
長
と
問
題
点
を
考
え
た
い
。

，
一
寛
永
十
年
の
段
階

く
肥
後
藩
人
畜
改
帳
に
お
い
て
斉
藤
家
は
、
大
津
頭
庄
屋
喜
兵
術
と
し
て
記
戦

さ
れ
て
い
弱
》
こ
の
記
載
か
ら
は
名
子
左
介
以
下
七
人
は
屋
敷
。
人
畜
と
も
に

喜
兵
衛
の
も
と
に
一
括
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
家
族
構
成
に
つ
い
て
は
全

く
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
喜
兵
衛
の
名
の
も
と
に
六
カ
所

が
分
布
し
て
い
る
か
ら
、
名
子
達
の
家
が
こ
れ
ら
の
屋
敷
に
分
散
し
て
い
る
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。
名
子
の
具
体
的
形
態
を
暗
示
す
る
唯
一
の
史
料
は
家
数
の

第二表名子の戸数
斉
藤
家
に
お
け
る
名
子
は
、
肥
後
藩
人
畜
改
帳
に
下
大
津
村
庄
屋
喜
兵
術
の

も
と
に
左
介
以
下
七
名
を
記
戦
を
初
見
と
し
、
天
保
三
年
に
名
子
主
斉
藤
次
左

衛
門
の
手
を
放
れ
る
ま
で
第
二
表
に
示
す
よ
う
に
十
数
戸
が
認
め
ら
れ
る
。
現

法
か
ら
見
て
、
名
子
戸
が
一
個
の
独
立
し
た
生
活
世
帯
を
営
ん
で
い
る
さ
ま
を

第 三 表 斉 藤 家 名 子 の 家

年 次 戸 数｜出典
二
、
名
子
の
存
在
形
態

安永４(1775）

寛永10(1633） ７１人畜改帳

元禄２(1689） １０１宗門改帳

元禄10(1697） 1０
″
″
″
〃
″
″
〃

宝暦９(1759） 1９

記
戦
で
あ
っ
て
、
こ
』
で
も
家
数
三
十
五
軒
が
喜
兵
術
の
も
と
に
現
わ
れ
る

が
、
そ
の
う
ち
名
子
家
数
と
し
て
第
三
表
の
如
き
記
戦
が
あ
り
、
そ
の
記
載
方

1７

寛政11(1799） 1５

文化10(1813） 1３

文政11(1828） 1６

天保３(1832）

3２

存
す
る
こ
れ
ら
史

料
に
よ
っ
て
考
察

す
れ
ば
、
寛
永
加

年
と
元
禄
年
間
、

元
禄
年
間
と
宝
暦

九
年
の
間
に
約
五

十
年
ず
つ
の
間
隔

が
あ
っ
て
寛
永
十

年
か
鳥
天
保
三
年

間間
２×３

１．５×３

１５×２

２×４

１５×３

２×４

２×４

1.5×３

１．５×３

２×４

1.5×３

本 や左介

かまや

母ノヘや

本家太郎兵衛

へやこしぬけ

本 家 四郎左衛門

や
屋
や

まか
馬
へ

本家半 七

馬 や

間間
２ × ４

１．５×３

1.5×３

２ × ５

１．５×３

１．５×２

２×３

１．５×２

２ × ５

２×３

２×３

２×３

本や吉左術門

かまや

馬や

本家勝左術門

かまや

へや

おやノヘや

馬や

本屋勘七

や
や
や

まか
へ
馬



名
子
成
立
に
共
通
点
が
み
ら
れ
る
が
、

窺
い
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
名
子
の
世
帯
の
あ
り
方
を
第
鯛
表
に
示
し
た
同
村

内
に
お
け
る
名
子
・
下
人
を
有
し
な
い
百
姓
と
比
較
し
て
み
る
と
家
数
や
建
坪

の
点
で
は
大
き
な
差
異
が
な
い
こ
と
が
判
る
。
勿
鐘
高
賭
し
人
畜
帳
に
も
登
録

さ
れ
た
本
百
姓
と
名
子
と
が
全
く
同
等
の
資
格
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、

生
活
世
帯
と
し
て
は
余
り
差
異
の
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
両
者
の
根
本
的
な
差

異
は
い
う
哀
で
も
な
く
法
制
的
な
立
場
に
あ
り
、
片
や
本
百
姓
と
し
て
他
万
は

名
子
と
し
て
位
魁
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

斉
藤
家
名
子
は
元
来
古
城
城
主
斉
醗
山
城
守
の
家
臣
が
旧
臣
の
訳
を
以
て
家

来
と
し
て
仕
え
た
も
の
で
斉
藤
家
の
冊
農
に
伴
い
百
姓
化
し
名
子
と
呼
ば
れ
た

も
の
で
あ
麺
碍
玉
名
郡
一
領
一
疋
（
先
祖
は
坂
下
手
永
惣
庄
屋
）
河
野
家
の
場

第四表名子下人を持たない百姓の家

3３

れ
る
が
、
元
来
名
子
の
唱
は
主
家
か
ら
の
称
呼
で

あ
り
、
村
落
社
会
に
お
け
る
地
位
を
表
現
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
．

し
か
し
近
世
的
農
村
支
配
体
制
の
中
で
、
旧
族
と

は
云
え
名
子
主
の
地
位
が
本
百
姓
と
し
て
把
握
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
名
子
主
に
従
属
す
る
名
子

は
、
他
の
本
百
姓
よ
り
も
一
層
低
い
地
位
し
か
得

ら
れ
な
く
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
に
み
た

原
加
村
の
慶
長
六
年
独
立
の
名
子
が
名
子
主
と
同

格
の
本
百
姓
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
斉

藤
・
河
野
両
家
の
場
合
に
は
名
子
と
し
て
身
分
づ

け
ら
れ
る
の
は
、
支
配
体
制
の
把
握
の
時
期
と
名

子
の
独
立
の
時
期
と
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

ｊ二
元
禄
年
間
（
詞
）

く元
禄
二
年
の
「
宗
門
改
帳
」
は
善
四
郎
以
下
十
戸

の
名
子
家
が
次
の
よ
う
に
記
戦
さ
れ
て
い
る
．

鶴
四
郎
家
内

商
八
石
九
斗
九
升
七
合

一
男
女
六
入
内
銅
一
一
一
“

内

浄
土
真
宗
熊
本
西
光
寺

、
自
身

歳
三
拾
弐
善
四
郎

合
も
居
城
落
城
の
の
ち
「
浪
食
之
身
二
而
数
多
之
家
来
扶
助
誕
誠
、
蝦
を
出
或

近
隣
二
召
瞳
、
所
之
百
姓
二
仕
付
囲
名
子
之
者
と
名
付
置
申
侯
」
と
あ
っ
て
、

｜｜百姓・家｜瀞高’
間間

２×６

２×４

２ × ４

２×３

本 屋 伊兵エ

かま屋

おやノヘ屋

牛鳩屋

23石1.3.9

ヤ8畝1５

・２×４

２ × ４

２×３

1.5×３

本屋左吉

へ 屋

かま屋

おやのへ屋

13石４３

ヤ9畝1８

２×３

２×４

1.5×２．５

本屋久作

かま屋

牛屋

12石9．５７

ヤ4畝1５

２×４

1.5×３

本 屋 作 介

かま屋

10石1.4.8

ヤ2畝2４

２×４

２×４

２×４

２×４

本屋久介

かまや

馬屋

くら

20石6．９７

ヤ13畝1５

２×５

２×４

1.5×３

２×３．５

本屋与左衛門尉

かま屋

へ 屋

牛 屋

19石7.4.5

ヤ5畝1２

２×４ 孫介 7石5．１９２



右
同
宗同

廿
七
女
房

右
同
同
宗同

拾
ヲ
娘

り
ん

右
同
同
宗
同

同
三
ッ
す
ま

右
同
同
宗
親

同
六
拾
九
道
休

右
同
同
宗
下
人

同
拾
八
庄
助
（
以
下
略
）

同
年
の
宗
門
改
帳
に
よ
っ
て
名
子
が
高
請
を
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
が
、
そ
の

諮
高
・
家
族
・
労
働
力
機
成
は
第
五
表
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
表
に
示
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
は
、
高
舗
の
名
子
は
七
人
で
寛
永
の
戸
数
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

・
高
請
名
子
は
家
族
数
六
人
以
上
で
、
兄
弟
家
や
下
人
な
ど
附
属
労
働
力
を
擁
し

て
お
り
、
特
に
元
禄
十
年
次
右
衛
門
家
に
は
名
子
理
右
衛
門
を
抱
え
る
な
ど
再

生
産
可
能
な
戸
で
あ
っ
た
。
無
高
名
子
は
主
家
の
農
業
労
働
に
従
事
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
存
在
が
不
安
定
だ
っ
た
よ
う
で
、
元
禄
十
年
に
は
吉
兵
衛
は
消
滅

し
、
甚
兵
術
女
房
は
孫
助
家
内
に
繰
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
十
年
に
は
消
滅

し
た
二
戸
の
代
り
に
熊
本
往
生
寺
旦
那
の
九
兵
衛
と
山
本
郡
平
井
村
専
徳
寺
旦

那
の
手
代
甚
助
が
新
た
に
名
子
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
名
子
戸
の

補
充
は
、
名
子
に
も
或
種
の
夫
役
が
陳
せ
ら
れ
、
名
子
株
と
い
っ
た
も
の
の
存

在
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

元
禄
二
年
の
名
子
高
の
総
計
は
八
三
石
七
升
一
合
で
、
寛
永
十
年
の
庄
屋
喜

兵
術
の
高
八
三
石
七
斗
一
升
一
一
一
鍵
と
比
し
て
、
極
め
て
接
近
し
て
お
り
こ
の
点

第五表元禄２年の名子高人畜

3４

か
ら
、
害
兵
衛
の
総
高

を
分
ち
与
え
ら
れ
た
か

の
よ
う
な
感
が
あ
る

が
、
肥
後
藩
法
で
は
在

御
家
人
の
高
に
つ
い
て

「
在
宅
之
面
々
内
作
有

⑤
●
●
●
●
●

之
分
は
村
人
数
之
も
の

（
路
）

を
高
主
え
被
立
徽
」
の

規
定
が
あ
り
、
宝
暦
十

二
年
の
地
引
合
改
帳

で
も
、
御
茶
屋
床
を
含

む
屋
敷
三
反
二
十
七
歩

と
田
畠
三
町
七
反
が
小

百
姓
蕊
次
郎
の
高
謂
地

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
名
子
儲
は
主
家
た

る
斉
藤
家
の
経
営
か
ら

独
立
し
た
高
で
あ
る
こ

と
が
判
る
。

こ
の
宗
門
改
帳
は
形

式
的
に
は
人
別
改
帳
を

（
坊
）

兼
ね
る
も
の
で
あ
っ
た

ら
し
い
が
、
奥
書
は
次

の
よ
う
に
記
戦
さ
れ
て

い
る
。

名子 総人数 女房男子女子１５以下兄弟家族 その他

17石０１．０

１４ダ6.8.7

14ノ3.9.4

13'６．８．３

８’９．９．７

７ノ８．９．０

６タ４．１．０

無 高

無高

無高

次右衛門

五郎兵衛

藤兵衛

半之允

善四郎

七郎右術門

孫 助

徳兵術

甚兵衛

吉兵術

９
７
．
，
皿

６
８
９
３
５
３

３
２
１
２
２
３
２
２
１

２
１

１
１
１
１
１
１
１
１
１

弟家４

男子家３

｛
〃３
〃２

兄家4兄１

弟２

弟

下人１

おじ１母１

親１下人１

｛
勘助後家家３
杢之允後家家２
いとこ１
母



六
十
下
十
五
よ
り
上
男

六
十
一
よ
り
上
十
四
よ
り
下
男

老
若
共

一
紙

高
八
拾
三
石
七
升
壱
合

一
人
数
七
拾
弐
人

内
六
拾
壱
人
有
人

第六表斉藤家名子戸数の変遷

－３５－

名子戸数の基本数は宝暦９年宗門改帳。表中の数字は分家，

消滅時の人数。

宝暦12年頃の名前は宗門改帳。抱高は宝暦１３年大津町田畑地

引合改見図御帳による。

ヤ．｡…･屋敷持ち

i-重~豆~ｗTうて頚~葱一蒜下評…Fｉ

内
男
三
拾
壱
人

十
八
人

十
四
人

女
廿
九
人

※

Ｎ０Ｌ１弥助 ７
ヤ．

ヤ.２．２反4.12
(1)

２甚七 ７ １．６５．１２ 1０
５

枠５

３平助 ７ 1．５３．２７

４勘助 ８ ヤ.１．５１．．１２

５徳平 ５ １４３．０６

６助市 ３ 1．２６．００ ３
ダ

／

７次右衛門 1０
ヤ．

ヤ.１．０９．０６ 弟

８上郎古衛門

９儀七

６

６

1.06.06

９５．２１

６ ／ ／

１０平吉 ６ ヤ．７４．０６ ５
５

弟５

１１太三次

１２次兵衛

２

(1)

４６．１２

ヤ．３８．１２ (1)

／
一
／

／
｜
／

／
一
／

／
一
／

／
｜
／

／
｜
／

１３安兵術 ３ ３８．００

１４叉吉 ４ １６‘2７ 1０
５

弟５

１ ５ 弥 太 平 ６ ヤ．６．０３

１６醗左衛門 ３ 4.18

１７三次郎

１８勘七

３
一

２

ヤ．０．００
－

２ ／

１
一

／

／
一
／

／
｜
／

／
一
／

１９吟右衛門 (3) (3)

２０浦兵術 ５

２１甚平 ４

戸 数 1９ 1９ 1７ 1６ 1５１１５ 1３ 1３ 1６



／画、／酉、グ画、〆向、／画、

２６２５２４２３２２
、－ノ、画ノＬノＬノＬノ

十
一
人
．

々
口
過
井
質
奉
公
二
罷
出
申
候
分

内
男
九
人

女
弐
人
…
…
後
略
・
…
：

こ
の
記
賊
か
ら
み
る
と
、
、
名
子
戸
の
う
ち
十
一
人
が
口
過
や
質
奉
公
に
出
て

い
る
こ
と
が
判
り
、
名
子
の
経
営
が
独
立
的
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
名
子
が
高
舗
を
し
、
独
立
し
て
農
業
経
営
を
営
む
こ
と

は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
後
に
考
察
す
る
。

ｊ三
宝
暦
以
後
の
名
子
戸

く
宝
暦
以
後
天
保
三
年
の
名
子
解
放
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
毎
年
の
宗
門
改
帳
に
よ

っ
て
そ
の
戸
数
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
宝
暦
年
間
に
は
十
九
戸

に
増
加
し
た
が
、
安
永
四
年
以
後
十
五
戸
前
後
に
安
定
し
て
い
る
。
（
第
六
表

参
照
）宝

暦
九
年
に
三
人
以
下
で
あ
っ
た
戸
は
安
兵
衛
家
を
除
い
て
、
七
戸
が
寛
政

十
一
年
ま
で
に
消
滅
し
て
お
り
、
少
家
族
名
子
家
の
不
安
定
性
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
持
高
の
多
か
っ
た
戸
で
は
分
家
の
傾
向
が
み
ら
れ
て
、
名
子
数
の
維

持
が
行
な
わ
れ
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
。
家
族
数
と
耕
地
の
多
霧
に
は
多
少
の
関

係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宝
暦
十
三
年
の
「
地
引
合
改
見
図
帳
」
に
よ
る

名
子
の
耕
地
と
家
族
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
家
族
五
人
以
上
の
名
子
は
、

九
反
余
の
儀
七
、
七
反
余
の
平
吉
を
除
い
て
い
ず
れ
も
一
町
歩
以
上
の
耕
地
を

有
し
て
い
る
。
逆
に
四
人
以
下
の
名
子
で
は
一
町
二
反
を
有
す
る
助
市
を
除
い

て
い
ず
れ
も
三
反
以
下
の
耕
地
し
か
有
せ
ず
、
と
く
に
、
三
次
郎
・
勘
七
・
吟

右
衛
門
後
家
は
無
高
で
あ
り
、
名
子
主
斉
藤
家
か
叉
は
他
の
有
力
者
に
隷
属
す

る
性
格
が
強
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
当
時
斉
藤
家
の
耕
地
は
（
名
儀
上
小
百
姓

嘉
次
郎
が
高
主
に
な
っ
て
い
る
ｌ
前
述
）
三
町
七
反
で
あ
り
、
譜
代
家
来
も

唾
越
が
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
な
労
働
力
た
り
得
ず
、
こ
れ
ら
隷
属
性
の
強
い
名

子
の
労
働
力
に
負
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
第
七
表
参
照
）

名
子
間
に
家
族
数
．
耕
地
と
も
に
多
く
再
生
産
可
能
な
者
と
、
再
生
産
に
必

要
な
ど
ち
ら
か
の
条
件
を
欠
ぐ
も
の
と
の
階
鰯
的
分
化
の
萌
芽
は
元
禄
年
間
に

見
ら
れ
た
が
、
宝
暦
期
に
入
っ
て
ま
す
ま
す
そ
の
傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

て
い
る
。

注
（
釦
）

（
劃
）

/画、

２７
、､ノ

「
肥
後
藩
人
畜
改
帳
」
３

斉
藻
家
家
譜
、
文
政
九
年
八
月
「
奉
願
覚
」
、
こ
の
よ
う
な
武
士
の

土
蒜
に
よ
る
名
子
に
つ
い
て
は
、
有
賀
喜
左
衛
門
氏
『
日
本
家
族
制

度
と
小
作
制
度
』
参
照

熊
本
県
立
図
番
館
蔵
「
先
祖
付
、
南
関
手
永
」

「
元
禄
二
年
同
拾
年
名
子
共
影
踏
人
数
帳
」

「
肥
後
藩
人
畜
改
帳
」

注
過

大
石
慎
三
郎
氏
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
戸
籍
に
つ
い
て
」
（
福
島
正

夫
氏
縄
『
戸
籍
制
度
と
「
家
」
制
度
』
）
参
照

贈
代
家
来
は
後
述
の
よ
う
に
村
人
数
を
放
れ
て
斉
藤
家
に
隷
属
し

た
。
彼
ら
は
斉
醗
家
に
属
し
て
在
御
家
人
の
家
来
と
な
っ
た
の
で
あ

り
、
武
士
の
家
来
と
い
う
こ
と
で
明
治
初
年
に
は
卒
族
に
編
入
さ
れ

て
い
る
（
明
治
壬
申
四
月
の
「
旧
倍
臣
身
分
之
儀
ニ
付
而
者
去
年
辛

未
五
月
相
伺
候
処
猶
伺
候
稜
這
左
之
通
」
に
熊
本
県
の
回
答
が
見
え

る
ｌ
斉
醗
家
文
密
）
。

’
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）内は畑のみの耕作者。ヤは屋敬持ち。名前の後の数字は家族数を示す。（
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頭 小 (名） その他

屋敷不所持

頭 小 (名） その他
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３．１

２．９

２．６

１

１
１

１

嘉次郎（一領
一疋斉藤丈助
高主）

庄屋太郎次
(武田太郎次）

２
２
２
２
２

５
４
３
２
１

１
１
２
１

１
１ １

１
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２
１
１
１
１

０
９
８
７
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１
１
１

１
１
１
１

１
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１

１
１
１

１
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８
７
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１
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１ ３

１
１

躯
１
卵

１
１

ヤ
ヤ ｛
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七郎右エ門５

儀七６

ﾔ両右衛門６

５
４
３
２
１

②
４
個
閏

５
６
６

1(1)

２

7(6)

3②

4卿

10f7）

１
１

l(1)
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門２

安兵衛４

神田
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百
姓

小
百
姓

（
名
子
）

そ
の
他

頭
百
姓

小
百
姓

（
名
子
）

そ
の
他



三
、
村
政
に
お
け
る
名
子
の
地
位

斉
藤
喜
兵
衛
殿

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
名
子
は
村
庄
屋
の
統
轄
の
下
に
属
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
云
へ
相
で
あ
る
。
事
実
こ
れ
ま
で
名
子
の
影
踏
に
は
、
斉
藤
家
か
ら
立

（
麹
）

会
っ
て
い
た
の
に
、
こ
の
年
か
ら
は
立
会
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
逆
に

見
れ
ば
天
明
七
年
以
前
は
、
名
子
は
直
接
村
と
関
連
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

②
し
か
し
な
が
ら
耕
地
の
所
有
状
態
、
高
請
け
の
実
態
か
ら
見
る
と
異
な
っ

た
評
価
が
で
き
る
。
即
ち
名
子
の
高
請
け
は
元
禄
二
年
の
宗
門
改
帳
に
見
ら

れ
、
宝
暦
九
年
以
来
名
子
は
五
人
組
成
員
（
但
し
名
子
の
み
で
三
組
を
な
し
て

大
津
町
の
う
ち
名
子
に
関
す
る
宗
門
改
帳
が
斉
藤
家
に
残
さ
れ
た
の
は
、
こ

れ
ら
名
子
が
斉
醗
家
に
隷
属
し
、
斉
藤
家
を
通
じ
て
の
み
藩
政
（
よ
り
具
体
的

に
は
郡
方
の
地
方
支
配
）
を
受
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
．
元
禄
二
年
か
ら
天
明
六

年
ま
で
の
宗
門
改
帳
は
別
帳
を
以
て
影
踏
に
行
な
っ
た
も
の
で
、
村
庄
屋
が
別

帳
の
写
を
斉
藻
家
へ
送
付
し
た
際
奥
書
に
「
右
者
御
格
之
通
紙
而
二
而
御
座

困
）

候
」
と
の
妃
賊
が
み
ら
れ
る
。

①
天
明
七
年
に
至
っ
て
、
斉
藤
家
名
子
は
影
踏
に
際
し
て
惣
人
数
に
加
え
ら

れ
た
こ
と
が
、
同
年
の
宗
門
改
帳
に
み
え
る
。
即
ち
奥
脅
に

右
者
阿
方
様
名
子
之
者
共
天
明
七
年
よ
り
奉
願
大
津
町
惣
人
数
之
内
二
被
召

江
影
踏
被
仰
付
侯
二
付
前
会
影
踏
別
帳
を
以
仕
来
申
候
名
子
人
数
帳
面
毎
年

影
踏
御
達
申
上
候
様
二
被
仰
付
侭
候
二
付
則
帳
面
相
調
御
達
申
上
侯
以
上

大
津
町
庄
屋

天
明
七

二
月
太
郎
次
⑳

い
る
）
と
な
り
、
宝
暦
十
三
年
の
地
引
合
改
帳
で
は
頭
百
姓
α
小
百
姓
百
六
十

九
人
の
う
ち
に
十
七
人
の
名
子
が
い
ず
れ
も
小
百
姓
と
し
て
署
名
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
賭
噸
情
の
み
を
見
る
と
既
に
賭
先
学
の
明
ら
か
に
さ
れ
た

如
く
名
子
の
本
百
姓
化
と
い
う
指
摘
と
合
致
す
る
が
、
や
は
り
身
分
的
な
問
題

が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
肥
後
藩
に
お
け
る
年
貢
割
当
に
関
し
て
、
寛
永
十

●
●
。
（
釦
）

二
年
の
法
は
「
此
儀
小
百
姓
迄
承
届
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
寛
文
十
年
に
は

●
。
●
○
○
。
●

「
小
百
姓
名
子
以
下
迄
密
附
相
渡
、
免
割
帳
面
を
得
斗
読
聞
せ
銘
点
判
形
を
仕

（
副
）

せ
申
候
」
（
傍
点
鉦
者
）
と
あ
る
よ
う
に
、
高
附
け
の
名
子
の
存
在
も
否
定
し

難
い
。
名
子
放
れ
を
経
な
け
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
一
応
本
百
姓
の
条
件
を
充

足
し
て
も
、
そ
れ
丈
で
は
本
百
姓
と
は
云
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

③
但
し
、
斉
藤
家
名
子
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
藩
政
（
郡
方
）
に
お
い
て

は
、
「
其
元
名
子
之
者
者
影
踏
帳
奥
二
別
稜
二
立
有
之
事
二
候
得
共
平
日
御
郡

（
型
）

取
扱
者
外
之
御
百
姓
同
様
二
有
之
候
処
…
…
」
と
し
て
、
本
百
姓
並
み
に
取
扱

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
現
実
に
、
宝
暦
十
二
年
に
は
、
勘
助
の
伴
杢
右

衛
門
、
次
郎
衛
門
の
伴
供
三
次
が
御
仕
立
馬
口
付
に
、
弥
太
平
が
大
津
手
永
会

所
小
頭
、
兵
右
術
門
が
会
所
の
走
番
を
動
峰
鍾
い
て
、
本
百
姓
並
み
の
地
位
に

あ
っ
た
。
と
く
に
弥
太
平
の
勤
め
る
会
所
小
頭
は
、
単
に
能
筆
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
村
役
人
と
同
格
あ
る
い
は
よ
り
高
い
家
格
が
要
求
さ
れ
る
堪
睦
で
あ
る

だ
け
に
、
名
子
の
本
百
姓
化
が
事
実
と
し
て
漣
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
身
分
的

に
は
弥
太
平
も
名
子
で
あ
り
、
名
子
放
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
宗
門

改
帳
の
付
紙
は
こ
の
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
弥
太
平
隈
宝
暦
十
三
年
二
月
会
所
詰
二
可
被
仰
付
旨
二
付
拙
者
手
放
し
申

候
様
掠
梨
角
兵
衛
殿
よ
り
所
望
二
付
同
二
月
十
五
日
名
子
手
放
申
侯

④
斉
藤
喜
兵
術
は
天
明
二
年
に
大
洋
町
御
蔵
納
無
高
十
左
衛
門
を
名
子
分
か

ら
譜
代
家
来
と
し
て
召
抱
え
た
い
と
申
出
て
い
る
が
、
御
郡
方
は
こ
れ
に
対
し
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天
保
三
年
に
名
子
庄
七
が
斉
藤
家
に
無
断
で
寸
志
を
差
上
げ
て
在
御
家
人
化

（
具
体
的
に
ど
の
地
位
を
得
た
か
不
明
）
す
る
に
至
っ
て
、
名
子
の
処
遇
が
問

題
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件
は
幕
末
に
お
け
る
肥
後
藩
名
子
に
関
す
る
藩
側
の
立

場
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
繁
雑
に
な
る
が
全
文
を

掲
げ
検
肘
す
る
。

口
上
之
覚

減
譜
代
名
子
之
内
庄
七
と
申
者
去
冬
寸
志
銭
差
上
候
由
漸
此
間
承
侯
間
御
問

て

此
儀
双
方
願
上
被
差
免
候
尤
追
て
様
子
も
有
之
譜
代
家
来
差
放
候
節
は
他
支

（
弱
）

配
二
相
成
候
儀
は
難
叶
元
を
之
通
村
人
数
二
加
リ
申
筈
二
候

と
答
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
史
料
か
ら
み
る
と
、
名
子
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
藩
政
（
御
郡
方
）

で
は
本
百
姓
並
み
で
村
人
数
に
入
れ
自
ら
の
支
配
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

斉
藤
家
と
し
て
は
村
人
数
た
る
を
否
定
し
て
な
い
が
身
分
的
に
自
ら
の
支
配
と

し
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
斉
藻
家
の
名
子
支
配
は
、
制
度

的
に
宗
門
改
め
に
踏
襲
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
（
年
末
詳
）
三
月
十
三
日
名
子

宇
七
の
早
手
小
頭
登
用
に
際
し
て
、
「
在
勤
中
は
名
子
の
手
を
差
離
可
申
候
尤

万
一
機
子
も
有
之
候
ハ
、
御
掛
合
仕
候
間
其
節
は
元
之
名
子
一
一
御
返
し
下
さ
る

（
艶
）

べ
く
」
と
の
べ
て
、
名
子
の
帰
趨
に
斉
藤
家
の
発
言
力
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
の
で
も
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
両
者
の
意
向
が
相
容
れ
難
い
も
の
を
含

ん
で
い
な
が
ら
、
尚
相
互
の
了
解
の
上
に
事
が
運
ば
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
に

は
斉
藤
家
が
も
と
惣
庄
屋
家
と
い
う
家
格
を
有
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
先
祖
以

来
の
駅
と
い
う
歴
史
的
条
件
が
あ
る
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

合
候
通
二
御
座
候
処
存
寄
有
之
候
ハ
、
其
訳
紙
面
二
而
貴
所
樺
申
進
候
棟
左

候
ハ
、
夫
を
以
御
伺
一
一
も
可
相
成
旨
被
仰
越
候
趣
承
知
致
候
則
左
之
通
二
御

座
侯

一
寸
志
餓
差
上
候
砿
私
江
者
一
向
間
合
も
不
仕
者
主
従
之
間
柄
其
上
不
寄
何
事

相
尋
受
差
図
侯
筈
二
相
極
樋
候
処
一
向
何
之
沙
汰
一
一
も
及
不
申
段
落
兼
申
候

〔
付
紙
〕
「
本
行
庄
七
儀
寸
志
銀
差
上
候
儀
次
左
衛
門
江
答
不
申
儲
届
兼
候
間
吃

卜
相
断
候
様
可
被
申
付
候
率
」

一
依
寸
志
苗
字
帯
刀
被
仰
付
候
ヘ
ハ
帯
刀
之
応
対
勿
論
二
候
処
是
迄
家
来
筋
之

名
子
一
一
而
甚
承
知
無
本
意
奉
存
候
間
被
為
叶
御
儀
一
一
御
座
候
ハ
、
今
迄
之
通

閣
被
下
候
奉
願
度
奉
存
候
事

〔
付
紙
〕
「
御
用
二
付
寸
志
被
召
上
候
間
為
冥
加
寸
志
銭
差
上
寄
得
之
者
共
被
賞

苗
字
帯
刀
差
免
候
得
者
身
分
相
当
の
応
接
者
勿
論
二
候
得
共
古
今
駅
も
有
之

事
二
付
庄
七
儀
仮
令
結
榊
二
被
召
上
候
共
旧
恩
忘
却
者
致
間
敬
候
右
之
通
一
一

而
寸
志
茂
夫
々
被
召
上
候
間
是
迄
之
通
二
被
閣
候
儀
難
叶
候
事
」

一
名
子
之
者
ハ
役
人
二
者
難
成
由
一
一
て
頭
百
姓
も
申
付
無
之
五
人
組
茂
名
子
者

名
子
同
士
組
合
せ
一
一
相
成
居
候
処
寸
志
銭
差
上
之
儀
何
程
｜
一
て
有
御
座
哉
之

事
〔
付
紙
〕
「
名
子
之
者
寸
志
差
上
候
儀
不
苦
候
事
」

一
名
子
よ
り
寸
志
銀
差
上
候
儀
不
苦
且
叉
主
家
二
も
相
伺
不
申
勝
手
次
才
寸
志

差
上
候
儀
も
不
苦
筋
一
一
て
結
榊
二
被
賞
候
儀
一
一
御
座
候
得
者
可
仕
様
も
無
御

座
候
得
共
代
替
り
継
目
不
仕
村
人
数
二
為
成
候
節
者
本
之
名
子
一
一
返
シ
可
被

下
哉
之
事

〔
付
紙
〕
「
本
行
前
条
之
通
二
候
事
」

「
其
節
之
御
詮
儀
次
オ
ニ
候
事
」

一
名
子
よ
り
寸
志
支
不
申
候
得
ハ
跡
之
難
渋
者
榊
不
申
田
畑
一
一
而
も
売
払
何
レ
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志
を
藩
側
が
承
認
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
肥
後
藩
の
財
政
困
難
が
農
民
か

ら
の
寸
志
に
期
待
す
る
よ
う
に
な
起
墨
、
百
姓
・
名
子
の
別
な
く
寸
志
を
差
出

し
得
る
も
の
ぞ
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
村
政
に
お
け
る
名
子
の
地
位
は
、
小
百
姓
と
し
て
貢
租
を
負
担

し
、
或
い
は
会
所
役
人
に
な
り
、
更
に
は
寸
志
に
よ
っ
て
在
御
家
人
の
資
格
を

得
る
も
の
も
現
わ
れ
る
な
ど
、
他
の
本
百
姓
並
み
に
取
扱
わ
れ
る
存
在
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

注
（
配
）
「
元
禄
二
年
同
拾
年
名
子
共
影
踏
人
数
帳
）

（
調
）
斉
藻
家
家
贈
巻
之
三
、
文
政
十
二
年
二
月
「
御
受
申
上
覚
」

（
釦
）
前
掲
「
藩
法
集
７
熊
本
藩
」
井
田
衛
麓
一
二
九
条

（
証
）
全
右
井
田
析
羨
六
七
一
条

（
犯
）
文
政
十
二
年
一
一
月
七
日
「
釦
」
、
「
御
受
申
上
覚
」

（
調
）
宝
暦
十
二
年
「
宗
門
改
帳
」

（
鋤
）
城
南
町
史
縞
墓
会
鯛
「
城
南
町
史
』
「
会
所
の
機
柵
」
参
照

（
弱
）
斉
藤
家
家
贈
巻
之
三

（
錨
）
三
月
十
三
日
詫
毎
謂
笹
之
如

（
説
）
前
掲
『
城
南
町
市
』
「
寸
志
制
度
と
城
南
」
に
よ
る

（
調
）
拙
緬
「
元
禄
以
来
御
双
場
釦
」

（
調
）
前
掲
『
城
南
町
史
』
、
森
田
誠
一
氏
「
近
世
の
郷
士
制
、
特
に
金
納

郷
士
の
性
格
」
（
法
文
論
叢
才
二
○
号
）

｜
も
寸
志
差
上
専
名
子
之
手
を
切
り
候
儀
者
必
定
二
而
湛
家
一
一
も
不
敬
之
振
捌

仕
も
の
と
相
見
江
候
事

〔
付
錘
〕
「
無
理
成
ル
才
覚
を
以
寸
志
差
上
跡
電
離
渋
二
及
候
程
之
者
者
御
惣
庄

屋
よ
り
相
達
不
申
筈
二
候
左
槻
之
寸
志
ハ
勿
験
不
被
召
上
候
事
」

右
之
通
二
御
座
候
尤
先
祖
よ
り
之
訳
も
不
相
分
候
而
者
貫
兼
可
申
と
名
子
之

訳
霞
付
壱
通
宝
暦
十
三
年
二
月
御
達
写
弐
通
相
添
掛
御
目
申
候
間
宜
敷
御
願

申
侯
以
上

（
天
保
三
年
）

辰
二
月
十
日
斉

次
左
衛
門

布
田
太
郎
右
衛
門
殿

庄
七
は
天
保
二
年
の
関
東
筋
川
逼
御
普
請
御
手
伝
御
用
寸
志
の
募
集
に
応
じ

て
貯
え
て
い
た
鳥
目
を
寸
志
と
し
て
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
郡
方
の
見
解
は

付
紙
に
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
口
上
覚
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
点
は
、
⑩
名
子
庄
七

が
斉
醗
家
の
了
解
を
得
て
な
い
率
で
あ
る
．
こ
の
こ
と
は
庄
七
が
斉
藤
家
の
厳

璽
な
統
制
の
下
に
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
庄
七
の
経
営
は
独
自
の
手

で
営
ま
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
蓄
財
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
．

当
時
の
寸
志
額
は
百
姓
か
ら
地
士
へ
は
五
負
目
の
寸
志
が
必
要
で
あ
霞
．
米

一
升
が
錨
一
匁
三
分
余
約
百
二
十
海
陸
で
あ
る
か
ら
五
黄
目
で
は
約
四
石
余
に

当
り
相
当
な
経
営
で
な
け
れ
ば
寸
志
は
捻
出
で
き
な
い
．
庄
七
の
経
営
が
相
当

に
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
②
次
に
こ
の
覚
醤
で
藩
側
（
御
郡

方
）
も
斉
藤
家
も
名
子
の
右
の
よ
う
な
独
立
的
な
経
営
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ

て
い
な
い
事
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
大
津
町
惣

人
数
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
③
名
子
は
役
人
に

は
な
れ
な
い
が
五
人
組
を
栂
成
し
て
い
て
、
村
内
で
は
百
姓
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
㈱
名
子
の
地
位
を
決
定
的
に
位
樋
づ
け
る
も
の
は
、
庄
七
の
寸

前
述
の
よ
う
に
村
内
に
お
い
て
は
本
百
姓
並
み
の
取
扱
い
を
う
け
て
い
る

が
、
そ
れ
で
も
尚
竣
終
的
に
は
御
郡
方
を
し
て
、
庄
七
が
斉
藤
家
に
無
断
で
寸

四
、
斉
藤
家
と
名
子
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志
を
差
上
げ
た
こ
と
は
不
可
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
斉
藤
家
の
名
子
主
の
地

位
は
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
名
子
の
斉
藤
家
へ
の
賦
役
は
三
月
節

句
の
よ
も
ぎ
取
り
、
冬
の
す
狸
掃
い
、
餅
つ
き
が
主
で
あ
っ
た
。
御
郡
方
か
ら

名
子
の
賦
役
へ
の
間
合
に
つ
い
て

よ
も
ぎ

一
一
二
月
節
句
女
相
払
申
候
事

但
柳
二
而
相
済
候
二
付
小
者
二
取
過
候
而
茂
宜
候
得
共
先
祖
よ
り
之
仕
来

二
付
至
而
少
食
宛
相
払
せ
申
候

一
す
程
掃
井
餅
摘
召
仕
申
候

但
当
時
二
而
者
巳
前
よ
り
者
人
数
半
方
二
相
減
せ
申
候

右
年
々
定
規
二
召
仕
来
申
候
其
外
吉
凶
礼
之
節
叉
者
無
余
儀
筋
二
者
召
仕
申

候
得
共
当
時
二
而
者
餅
摘
人
数
茂
相
減
候
二
付
す
坐
掃
・
餅
摘
二
不
罷
出
者

よ
り
召
仕
勿
論
農
繁
之
時
分
者
用
捨
仕
惣
鉢
可
成
丈
ケ
者
仕
方
仕
様
心

を
．
…
…
・
…
・
平
日
格
別
召
仕
候
用
筋
茂
無
之
一
ケ
年
二
両
日
完
叉
者
四
五
年

之
内
二
者
三
日
完
位
二
相
当
候
茂
御
座
齢
）
…
．
．

（
虹
）

と
答
え
て
い
る
。
名
子
役
は
伊
藤
兆
司
氏
の
研
究
に
な
る
北
九
州
の
名
子
に
比

し
て
よ
ほ
ど
軽
い
。
こ
れ
ら
仕
事
の
性
格
か
ら
み
る
と
、
名
子
は
斉
藤
家
の
農

業
経
営
に
お
け
る
労
働
力
を
櫛
成
し
た
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
彼
ら
を
名
子
と

し
て
規
制
し
て
い
る
の
は
先
祖
以
来
の
身
分
的
拘
束
で
あ
り
、
極
め
て
現
実
性

に
乏
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
庄
七
が
斉
藤

家
に
無
断
で
寸
志
を
差
出
す
と
い
う
行
為
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
名
子
の
独
立
化
は
元
禄
二
年
の
高
請
け
以
降
の
推
移
で
あ
り
、

天
明
七
年
宗
門
改
帳
上
で
大
津
町
惣
人
数
へ
の
編
入
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
で

は
す
で
に
独
立
し
た
百
姓
と
な
り
、
斉
藻
家
の
支
配
力
は
よ
ほ
ど
薄
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

藩
側
（
郡
方
）
の
名
子
把
握
は
す
で
に
本
百
姓
な
み
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

天
保
三
年
の
庄
七
の
事
件
に
際
し
て
、
斉
藤
家
の
名
子
支
配
は
認
め
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
．
こ
の
こ
と
は
名
子
と
は
言
え
余
力
あ
る
農
民
へ
寸
志
を
期
待
す
る

藩
当
局
に
と
っ
て
は
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

斉
藤
家
の
名
子
解
放
が
同
年
中
に
実
現
し
た
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
名
子
解

放
の
過
程
は
次
の
順
序
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

Ｌ
五
月
惣
庄
屋
に
よ
る
名
子
閥
ぺ

２
七
月
郡
代
へ
名
子
放
れ
願
圃
提
出

３
八
月
大
沌
町
庄
屋
へ
町
人
数
繰
入
れ
の
報
知

４
八
月
（
鋤
飛
躍
雛
渡
し

名
子
解
放
は
惣
庄
屋
布
田
太
郎
右
衛
門
の
発
議
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
斉

藤
家
の
積
極
的
な
反
対
も
な
く
順
調
に
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
奥
に
は
名
子
の
独

立
化
の
傾
向
が
つ
よ
く
、
斉
藤
家
の
支
配
が
薄
れ
て
い
る
状
況
も
反
映
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

身
請
銭
の
決
定
は
各
人
の
経
済
状
況
を
参
考
に
し
た
ら
し
く
「
文
吉
ハ
娘
一

人
持
居
候
迄
一
一
て
高
地
家
屋
敷
二
て
三
百
目
位
二
も
出
入
二
て
ハ
成
か
ね
可
申

候
間
文
吉
よ
り
ハ
立
助
方
餓
才
覚
い
た
し
能
御
座
候
」
「
此
改
七
儀
者
弟
清
吉

と
申
者
塔
迫
村
太
平
義
子
二
相
成
居
候
得
共
未
タ
名
子
を
放
し
不
申
此
節
者
此

者
も
加
勢
可
仕
左
候
ヘ
ハ
改
七
も
馬
弐
疋
持
百
姓
相
勤
文
吉
よ
り
者
よ
ほ
ど
宜

候
其
上
鱗
ハ
取
居
侯
事
二
付
文
吉
同
樺
か
叉
ハ
三
百
位
二
而
ハ
何
程
可
有
御
座

哉
」
な
ど
各
人
の
砺
補
を
調
べ
て
い
る
。
そ
の
結
果
十
五
人
の
名
子
が
総
計
四

貫
目
の
身
舗
銭
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。

覚

一
銭
三
百
五
十
め
上
大
津
久
兵
衛

一
同
三
百
五
十
め
同
所
庄
七
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以
上
見
て
来
た
斉
藤
家
の
名
子
は
、
私
た
ち
が
学
界
共
通
の
財
産
と
し
て
持

っ
て
い
る
名
子
の
概
念
と
箸
る
し
く
相
違
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
古

島
敏
雄
氏
の
「
隷
農
制
度
と
し
て
の
御
館
被
官
制
度
」
や
伊
藤
兆
司
氏
の
「
小

倉
領
中
津
領
及
び
日
田
幕
領
食
境
地
帯
に
於
け
る
隷
農
制
度
」
あ
る
い
は
有
賀

喜
左
衛
門
氏
の
名
子
（
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
〕
を
は
じ
め
と
す
る

所
謂
隷
農
と
し
て
の
名
子
と
斉
藤
家
名
子
を
比
較
す
る
場
合
、
㈹
高
謂
け
を
し

て
い
る
事
、
従
っ
て
検
地
帳
に
は
貢
租
負
担
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
②
五
人
組
の
樹
成
員
と
な
っ
て
い
る
事
、
こ
の
点
か
ら
村
の
法
的
櫛
成

員
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
事
が
推
察
さ
れ
る
。
③
名
子
屋
蚊
は
名
子
主
屋
敷

内
ま
た
は
名
子
主
屋
敷
を
と
り
ま
く
（
形
の
上
で
隷
属
を
示
す
と
思
わ
れ
る
）

の
で
な
く
上
・
下
の
両
村
に
分
散
し
て
い
る
。
㈱
名
子
主
に
奉
公
す
る
者
も
い

る
反
面
他
の
家
に
奉
公
し
た
り
、
会
所
役
人
と
し
て
勤
め
る
も
の
も
い
る
。
な

ど
、
隷
農
と
は
思
え
な
い
数
多
く
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
独
立
的
性
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
江
戸
時
代
の
ほ
箕
全

期
に
豆
っ
て
、
隷
農
の
代
表
的
名
辞
と
さ
れ
る
名
子
の
呼
称
を
も
ち
、
実
際
に

斉
藻
家
の
了
解
な
し
に
行
動
で
き
な
い
面
を
併
せ
有
し
た
の
で
あ
る
。

肥
後
藩
農
村
に
お
い
て
郡
方
に
よ
っ
て
本
百
姓
並
み
に
取
扱
わ
れ
な
が
ら
、

な
お
名
子
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
斉
藤
家
の
例
で
実
証
で
き
よ
う
が
、
こ
の
よ

一
同
三
百
五
十
め
同
所
寿
七
・

一
同
百
五
十
め
同
所
儀
平

一
同
百
五
十
め
同
所
平
七

一
同
弐
百
目
同
所
源
助

一
同
弐
百
目
同
所
改
七

一
同
百
五
十
め

所
形
右
衛
門

合
四
貫
目

こ
の
場
合
必
ら
ず
し
も
全
部
の
名
子
が
同
一
歩
鯛
で
な
か
っ
た
ら
し
く
、
の

ち
に
三
百
五
十
目
を
出
し
て
独
立
し
た
下
大
津
町
孫
七
に
つ
い
て
、
「
混
合
壁

一
一
居
候
名
子
孫
七
と
申
者
ハ
御
先
役
衆
巳
来
名
子
共
追
食
之
願
事
仕
候
節
も
同

意
不
仕
二
付
此
節
之
取
組
二
茂
外
之
者
共
よ
り
孫
七
二
者
知
せ
不
申
哉
又
者
知

侯
而
も
只
今
通
二
て
居
候
筈
二
御
座
候
哉
本
紙
二
名
前
相
見
江
不
申
侯
間
御
間

合
申
上
候
」
と
あ
っ
て
、
名
子
放
れ
が
名
子
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

身
鯖
銭
は
同
年
八
月
十
八
日
か
ら
翌
天
保
四
年
一
月
二
十
五
日
ま
で
に
支
払

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
名
子
が
会
所
に
提
出
し
、
会
所
か
ら
斉
顔
家
に
届
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
名
子
は
頭
百
姓
と
共
に
斉
藤
家
を
肪
れ
て
鮪
印
』
“
。

こ
の
舗
印
に
よ
っ
て
名
子
放
れ
が
完
了
す
る
の
で
あ
る
。

一
同
三
百
五
十
め
同
所
武

一
同
三
百
五
十
め
同
所
勘

一
同
三
百
五
十
め
同
所
藤

一
同

め
同
所
立

一
同
三
百

十
め

大
津
幾

一
同
弐
百
五
十

同
所
文

一
同
三
百
五
十

同
所
藤
吉吉平助七助・平

｛

注
（
⑱
）
文
政
十
二
年
二
月
「
御
受
申
上
覚
」

（
虹
）
伊
藤
兆
司
氏
「
小
倉
領
・
中
津
領
及
び
日
田
領
領
地
帯
に
於
け
る
隷

農
制
度
」
（
農
業
経
済
研
究
四
巻
三
号
、
七
巻
四
号
）

（
妃
）
天
保
三
年
八
月
「
名
子
共
身
舗
銭
受
取
一
巻
」

結
び
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う
な
名
子
が
肥
後
藩
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後

の
史
料
採
訪
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
今
後
考
究
す
べ
き

問
題
と
し
て
原
田
敏
丸
氏
・
杉
本
尚
雄
氏
（
前
掲
雷
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て

い
る
高
持
名
子
の
本
百
姓
化
（
無
高
名
子
の
奉
公
人
化
と
表
裏
の
関
係
に
あ

る
）
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
寛
永
年
間
に
す
で
に
高
持
名
子
と
無
高
名
子

の
分
化
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
詳
細
な
追
求
に
よ
っ
て
肥
後
藩
農
村
に
お

け
る
名
子
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〔
付
妃
〕

本
稲
作
成
に
当
っ
て
史
料
所
蔵
者
斉
藤
喜
興
氏
の
御
好
意
を
得
、
ま
た
県
史

編
蕊
室
花
岡
典
輝
氏
の
御
協
力
を
得
た
。
深
く
感
紺
し
た
い
．

尚
、
本
稿
は
昭
和
四
十
一
年
度
奨
励
研
究
「
肥
後
藩
に
お
け
る
村
政
の
研

究
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

4３


	表題
	はじめに
	一、大津町及び斉藤家の概観
	二、名子の存在形態
	三、村政における名子の地位
	四、斉藤家と名子
	結び



